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個人番号カードをスムーズにお渡し

平成28年1月から臨時交付窓口を設置します
～第２・４土曜日は午後も交付します～

来年１月から、社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）の運用開始にあわせ「個人番号
カード」の交付を開始します。「個人番号カード」は、個人番号（マイナンバー）を証明する
書類として、また、本人確認の際の公的な身分証明書としてご利用いただけるほか、今後、
様々な行政サービスを受けることができるようになるICカードで、マイナンバー制度導入
による「市民サービスの向上」や「効率的な行政運営」を実現するための不可欠なツールと
いえます。そこで、横浜市では、この「個人番号カード」を、より多くの市民の方に、よりスム
ーズにお渡しできるよう、「個人番号カード」交付開始時から、各区役所に個人番号カード
交付専用の臨時交付窓口を設置するとともに、事前予約制を導入します。また、臨時交付
窓口開設に伴い、臨時的任用職員を200人規模で採用します。

カードのお渡しは専用窓口で～臨時交付窓口を設置します～
(1)設置期間
平成28年１月から６月まで（予定）※状況により延長も検討します。
(2)設置場所
各区役所会議室（保土ケ谷区は区役所前「かるがも」会議室）
(3)開庁時間
これまで、区役所窓口は、平日に加え、引っ越し手続など一部
の業務については、第２、第４土曜日の午前中も行ってきまし
たが、臨時交付窓口については、第２、第４土曜日の午前に
加え、午後も開庁します。

平 日：８時45分～17時 第２・４土曜日：９時～16時45分
※受付時間は、業務終了の15分前までマイナンバー制度

通知は、住民票住所と現住所が違う場合は手続きをしないとマイナンバー通知が受け取れません。市内の場合は
転居先で手続きを行いましょう。また、郵便物の転送届けを出しても転送先には届きません。



今月のゆきねぇ（編集後記）

ゆきえのゆくえ とつかのやさい
東戸塚駅西口でMusicLight点灯式が行われ
ました。毎日、17時～23時過ぎまで点灯して
いるそうです。

大きなほうれん草‼地元の農業まつりで購入‼
ビッグサイズにびっくり、おひたしにしていた
だきました。

今、地域では防災拠点訓練などが行われています。私も一緒に参加させていただいていますが、
横浜市ではどのような取り組みを行っているでしょうか。

震災時に掲げる病院ののぼり旗について

医療機関
による診療

被災を免れ診療可能
な医療機関は速やか
に診療を開始

医療救護隊
による診療

地域防災拠点に避難
している負傷者等に
対して、医療救護隊
が巡回診療等を実施

緊急度・重症度に応じた医療提供体制

※ 医師の診療を必要としない極めて軽度の
負傷については、地域防災拠点に配備する
応急手当用品（消毒液、包帯等）により、
市民の自助・共助による手当を実施。

重症
生命の危険の可
能性があるもの

中等症
生命の危険はな
いが入院を要す
るもの

軽症
入院を要しない
もの

医療
救護隊

地域防
災拠点

地域防
災拠点

地域防
災拠点

災害拠点病院

災害時救急病院

診療所

【巡回診療等】
医療救護隊とは
医師、看護職、薬剤師、業務調整員で、１チーム５人
程度で編成。地域防災拠点等の避難所で負傷者等の状
況把握とともに、主に軽症者に対する応急医療を行う。

※災害拠点病院以外で災害時
に負傷者等を受け入れる病院

１３か所

４５８か所

発災時に、診療可能な医療機関で
掲出する「のぼり旗」

大きさ 縦×横
災害拠点病院（赤）
災害時救急病院（黄）
診療所（黄） 180 ×60㎝

230×70㎝

横浜市内災害拠点病院（１３か所）
・昭和大学横浜市北部病院（都筑区）・横浜労災病院（港北区）・昭和大学藤が丘病院（青葉区）

・済生会横浜市東部病院（鶴見区） ・聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院（旭区） ・聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院（旭区）・けいゆう病院（西区）
・国立病院機構横浜医療センター（戸塚区） ・横浜市立大学附属市民総合医療センター（南区）・横浜市立市民病院（保土ケ谷区）

・済生会横浜市南部病院（港南区） ・横浜市立大学附属病院（金沢区） ・横浜南共済病院（金沢区）
・横浜市立みなと赤十字病院（中区）

２２６３か所

１０２か所

資料　平成２７年１１月１７日 医療局

10月28日から30日にかけて常任委員会にて鹿児島市、熊本市、佐賀市へ教育指導におけるICT活用、こう
のとりのゆりかご「赤ちゃんポスト」、困難を抱える若者等に対する支援についての視察に行って参りまし
た。それらの中で、こうのとりのゆりかごは毎年こどもを預けて行く保護者は年間9人から11人で増加傾向
にはないため、相談に力を入れているそうです。これまで年間約4000件の相談があったのですが、今年は
6000件を超えており、子育てに困った保護者はみな相談後思い直して帰って行くとのこと。相談窓口のあ
り方や考え方について議論し、横浜市でもいろいろな角度から保護者を支えて
いかなければいけないですね。


